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聖籠町介護保険法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２７年１２月２８日 

聖籠町長  渡邊 廣吉 

聖籠町規則第３７号 

聖籠町介護保険法施行細則の一部を改正する規則 

聖籠町介護保険法施行細則（平成１７年聖籠町規則第１６号）の一部を次の

ように改正する。 

第１５条第１項中「介護保険（居宅介護（支援）サービス費、特例居宅介護

（支援）サービス費、居宅介護（支援）サービス計画費、特例居宅介護（支援）

サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費）支給申請書」

を「介護保険（居宅介護（予防）サービス費、特例居宅介護（予防）サービス

費、地域密着型介護（予防）サービス費、特例地域密着型介護（予防）サービ

ス費、居宅介護（予防）サービス計画費、特例居宅介護（予防）サービス計画

費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費）支給申請書」に改め、同

項に次の６号を加える。 

（１６）法第４２条の２第１項 

（１７）法第４２条の３第１項 

（１８）政令第１５条の３第１項 

（１９）法第５４条の２第１項 

（２０）法第５４条の３第１項 

（２１）政令第２４条の３第１項 

第１８条第１項から第３項までを次のように改める。 

（負担限度額の認定申請） 

第１８条 省令第８３条の６第１項（省令第９７条の４において準用する場合

を含む。）の申請は、別記様式第２３号の介護保険負担限度額認定申請書に

よるものとする。 

２ 省令第８３条の６第２項の同意書は、別記様式第２３号の２の同意書によ

るものとする。 

３ 第１項に規定する申請に対する決定通知は、別記様式第２４号の介護保険

負担限度額認定決定通知書によるものとする。 
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第１８条に次の２項を加える。 

４ 町長は、負担限度額認定の条件に該当しなくなったときは、別記様式第２

４号の２の介護保険負担限度額認定決定取消通知書により通知するものとす

る。 

５ 負担限度額を決定した被保険者に、別記様式第２５号の介護保険負担限度

額認定証を交付するものとする。 

第２１条及び第２２条を次のように改める。 

（特例居宅介護サービス費の額） 

第２１条 法第４２条第２項の特例居宅介護サービス費の額は、法第４１条第

４項各号に定める額とする。 

（特例居宅介護サービス計画費の額） 

第２２条 法第４７条第２項の特例居宅介護サービス計画費の額は、法第４６

条第２項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。 

第２２条の次に次の６条を加える。 

（特例介護予防サービス費の額） 

第２２条の２ 法第５４条第２項の特例介護予防サービス費の額は、法第５３

条第２項各号に定める額とする。 

（特例介護予防サービス計画費の額） 

第２２条の３ 法第５９条第２項の特例介護予防サービス計画費の額は、法第

５８条第２項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。 

（特例特定入所者介護サービス費の額） 

第２２条の４ 法第５１条の４第２項の特例特定入所者介護サービス費の額は、

法第５１条の３第２項に規定する額とする。 

（特例特定入所者介護予防サービス費の額） 

第２２条の５ 法第６１条の４第２項の特例特定入所者介護予防サービス費の

額は、法第６１条の３第２項に規定する額とする。 

（特例地域密着型介護サービス費の額） 

第２２条の６ 法第４２条の３第２項の特例地域密着型介護サービス費の額は、

法第４２条の２第２項各号に定める額とする。 

（特例地域密着型介護予防サービス費の額） 
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第２２条の７ 法第５４条の３第２項の特例地域密着型介護予防サービス費の

額は、法第５４条の２第２項各号に定める額とする。 

第２３条第１項中「介護保険居宅介護（支援）福祉用具購入費支給申請書」

を「介護保険居宅介護（予防）福祉用具購入費支給申請書」に改める。 

第２４条第１項中「介護保険居宅介護（支援）住宅改修費支給申請書」を「介

護保険居宅介護（予防）住宅改修費支給申請書」に改める。 

第２５条第１項中「高額居宅支援サービス費」を「高額介護予防サービス費」

に改め、「介護保険高額介護（居宅支援）サービス費支給申請書」を「介護保

険高額介護（予防）サービス費支給申請書」に改め、同条第２項中「介護保険

高額介護（居宅支援）サービス費支給（不支給）決定通知書」を「介護保険高

額介護（予防）サービス費支給（不支給）決定通知書」に改める。 

第２５条の次に次の２条を加える。 

（高額介護サービス費等の基準収入額の適用申請） 

第２５条の２ 省令第８３条の２の３又は省令第９７条の２の２の申請は、別

記様式第３５号の２の介護保険基準収入額適用申請書によるものとする。 

２ 省令第８３条の２の３又は省令第９７条の２の２の規定による申請に対す

る決定の通知は、別記様式第３５号の３の高額負担上限額決定通知書による

ものとする。 

（高額医療合算介護サービス費等の支給の申請） 

第２５条の３ 法第５１条の２又は法第６１条の２の規定により高額医療合算

介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとす

る被保険者は、別記様式第３５号の４又は別記様式第３５号の５の高額介護

合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を町長に提出しなけ

ればならない。 

２ 省令第８３条の４の４第２項（省令第９７条の２の２において準用する場

合を含む。）の証明書は、別記様式第３５号の６の介護保険自己負担額証明

書によるものとする。 

３ 第１項に規定する申請に対する決定通知は、別記様式第３５号の７の高額

医療合算介護（予防）サービス費支給（不支給）決定通知書によるものとす

る。 



4 

 

第２６条及び第２７条を次のように改める。 

（特定負担限度額の認定申請） 

第２６条 省令第１７２条の２において準用する省令第８３条の６第１項に規

定する申請は、別記様式第３６号の介護保険特定負担限度額認定申請書によ

るものとする。 

２ 前項に規定する申請に対する決定通知は、別記様式第３７号の介護保険特

定負担限度額認定決定通知書によるものとする。 

３ 特定負担限度額を決定した被保険者に、別記様式第３８号の介護保険特定

負担限度額認定証を交付するものとする。 

（負担限度額・特定負担限度額の差額支給申請） 

第２７条 省令第８３条の８第２項（省令第１７２条の２において準用する場

合を含む。）に規定する申請は、別記様式第３９号の介護保険負担限度額・

特定負担限度額差額支給申請書によるものとする。 

別記様式第１号を次のように改める。 
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別記様式第３号を次のように改める。 

 

別記様式第４号を次のように改める。 
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別記様式第２１号を次のように改める。 

 

別記様式第２３号を次のように改める。 
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別記様式第２３号の次に次の１様式を加える。 

 

別記様式第２４号を次のように改める。 
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別記様式第２４号の次に次の１様式を加える。 

 

別記様式第２５号を次のように改める。 
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別記様式第２６号を次のように改める。 

 

別記様式第２７号を次のように改める。 
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別記様式第３２号を次のように改める。 

 

別記様式第３３号を次のように改める。 
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別記様式第３４号を次のように改める。 

 

別記様式第３５号を次のように改める。 
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別記様式第３５号の次に次の６様式を加える。 
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別記様式第３６号を次のように改める。 

 

別記様式第３７号を次のように改める。 
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別記様式第３８号を次のように改める。 

 

別記様式第３９号を次のように改める。 
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附 則 

 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 


